
 

学則（抜粋） 

 

第１章 総 則 

（目 的） 

第１条  本校は、学校教育法に基づきスポーツとレクリエーションの普及を通じて、新しい時代の健康   

をコーディネートする専門家を養成する。栄養、休養、運動の３要素に加えて、生きがい、コ

ミュニケーションの知識、技術を授け、社会に有用な人材を養成することを目的とする。 

（名 称） 

第２条 本校は、東京スポーツ・レクリエーション専門学校という。 

 

第４章 入学、休学、退学及び卒業 

（入学時期） 

第２２条  本校の入学時期は毎年４月とする。 

（休学・復学） 

第２４条 疾病その他やむを得ない事由によって、３０日以上休学する場合はその事由を記載した所定

の書類及び医師の診断書を提出して、学校長の許可を受けなければならない。 

２．休学期間は 1年を超えてはならない。ただし、特別な事情がある者には、引き続き休学を許

可することがある。 

３．休学理由が消滅した場合及び休学期間が終了した場合は、学校長の許可を受けて復学するこ

とができる。 

４．本校に在籍できる期間は、所属する学科の修業年限の２倍までとする。 

（転学科・編入学） 

第２５条 他学科への転学科を希望する者は、その理由を詳記し、保証人と連署の上、学校長に願い出

て許可を受けた場合は転学科を認めることがある。 

２．他の大学・短期大学・専修学校等からの編入を希望する者は、所定の手続きに従い、学校長

に願い出て許可を受けた場合編入学を認めることがある。 

３．前項の規定により転学科・編入学を許可された者の、既に修得した授業科目及び単位数の取

り扱い並びに在学すべき年数については学校長が決定する。 

４.転学科及び編入学は、欠員がない場合には許可されない。 

（退 学） 

第２６条 退学をしようとする者は、その理由を記載した所定の書類を提出し、学校長の許可を受けな

ければならない。 

（卒 業） 

第２７条 本校所定の課程を修了した者には卒業証書を授与する。 

 

第７章 賞 罰 

（褒 章） 

第３１条 人物学力等が優れていて他の者の模範となる者は、褒章することがある。 

 



 

（懲 戒） 

第３２条 学校長は、学生がこの学則その他本校の定める諸規則を守らず、学生としての本文にもとる

行為があったときは、懲戒を行うことがある。 

   ２．懲戒は訓告、停学及び退学とする。 

   ３．前項に規定する退学は、次ぎの各号の一つに該当する者とする。 

（１） 性行不良であって、改善の見込みがないと認められる者 

（２） 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

（３） 正当な理由がなくて、出席が常でない者 

（４） 学校の秩序を乱し、その他学生の本分に反した者 

第８章 入学金、授業料、その他 

（納入及び納入の特例） 

第３５条  学生がその在籍中は、出席の有無に関わらず、学費を所定の期日までに納入しなければなら

ない。 

２．学生が休学したときは、前項の規程にかかわらず、休学期間中の授業料を免除することがあ

る。 

３．特別の理由のある場合には、別に定めるところにより、授業料の全部または一部を免除する

ことがある。 

４．寄附金等の徴収は行わない。 

（滞 納） 

第３６条  正当な理由がなくかつ、所定の手続きを行わずに学費を３ヶ月以上滞納し、その後において

も納入の見込みがないときは、除籍を命ずることがある。 

（納入金の返還） 

第３７条  既に納入された入学金及び入学検定料は返還しない。 

２．既に納入された授業料等について、当該入学選考の属する年度末(３月末日)までに入学辞退

の申し出があった場合、これを返還する。以降に返還請求があった場合、返還を求めた時期、

理由等諸般の事情を考慮して返還する場合がある。 

（健康診断） 

第３８条 健康診断は学校保健安全法に基づき、毎年一回実施する。 

 

第１０章 雑 則 

（施行細則） 

第４０条 この規則に定めるもののほか、教育上または学校の運営上必要と認められる場合は、学校長

がこれを別に定めることができる。 

 

附 則 

  １．この学則は、２０２３年４月１日より実施する。 

   

 

 



 

学則施行細則 

 

第１章 目 的 

（目 的） 

第１条  この施行細則は、東京スポーツ・レクリエーション専門学校の学則第３７条をうけ、本校の

円滑な運営を図ることを目的とする。 

 

第２章 単位認定 

（外部実習） 

第２条 実習においての規定は別途定める。 

（学外での学修） 

第３条  学校長が教育上有益と認めるときは、他の専修学校の専門課程及び大学又は短期大学、その

他文部科学大臣が別に定める学修を、所定の課程の修了に必要な総授業時間数の２分の１を

超えない範囲で、当該授業科目の履修とみなすことができる。 

（入学前の授業科目等の履修） 

第４条  前条の規定は、学生が入学前に履修した授業科目（第５条の規定により履修した授業科目を 

含む）の学修についても準用する。 

（科目履修） 

第５条  本校の学生以外の者が、本校における一又は複数の授業科目の履修を希望する場合は、別の

定めにより、当該科目の履修を認めることがある。 

（単位換算） 

第６条  本校の授業時間数を単位数に換算する場合においては、４５時間の学修を必要とする内容の

授業科目を１単位とすることを標準とし、授業方法に応じ、当該授業による教育効果、授業

時間外に必要な学修等を考慮した別の定めにより、単位数に換算するものとする。（講義・

演習は１５時間、実験、実習および実技については３０時間を以って１単位とする。） 

（遠隔授業） 

第７条  遠隔授業については、課程の修了に必要な総授業時間数の４分の３の範囲で、これを単位と

して認定する。 

 

第３章 評価基準 

（学 期） 

第８条  本校の学期を前期・後期に２分する。 

（成績評価） 

第９条  教育課程記載上の科目については、すべて評価を行う。評価は成績表および成績証明書へ記

載する。 

（科目評価） 

第１０条 各科目の評定については学則第１１条にもとづいて１００点満点で評価する。ＡからＦの６

段階評価を行う。 

２． Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄを合格とし、Ｅ・Ｆを不合格とする。 



 

  Ａ ― ９０点～１００点 

Ｂ ― ８０点～８９点 

Ｃ ― ７０点～７９点 

Ｄ ― ６０点～６９点 

Ｅ ― 出席不良 

Ｆ ― ５９点以下 （不合格） 

 

３． 前項の成績評価による学業結果を総合的に判断する指標として、総合平均点 (いわゆるＧ

ｒａｄｅ Ｐｏｉｎｔ Ａｖｅｒａｇｅに相当するもの。以下「ＧＰＡ」という。) を用い

る。 

４． 前項に定めるGPAは、２項の成績評価に以下の評価点をそれぞれ与え、各授業科目の評価点

にその単位数を乗じて得た積の合計を、登録科目の総単位数で除して算出する。 

    Ａ-４.０   Ｂ-３.０   Ｃ-２.０   Ｄ-１.０  Ｅ-０  Ｆ-０ 

   ５． ＧＰＡ対象以外の科目については次の評価基準とする。 

     Ｓ ― 合格（ＡＢＣ等の段階評価なし） 

     Ｕ ― 不合格（ＡＢＣ等の段階評価なし） 

     ＴＣ ― 他校等で履修した単位の認定 

 

（実習評価） 

第１１条 実習評価は実習前教育、実習施設の評価、実習後教育等の要素で評価する。 

２．評価記述（Ａ～Ｆ）は「科目評価の基準」を準用する。 

３．実習参加の最低条件は以下の項目の全てを満たす者である。 

（１）実習までの履修科目の出席率がすべて良好であること。 

（２）実習に対して十分な目的意識とやる気を有していること。 

（３）身体的・精神的・社会的に実習に耐えうる健康状態であること。 

（４）身なりや態度が実習に臨むにふさわしいと判断された者。 

（５）実習前試験に合格した者であること。 

（６）本校への学費等の納入金が所定の期日までに未納であり、その後の納入の見込みがな

い者は原則、実習に参加することができない。 

４．前項の実習参加の判定は、教務部長が行う。 

５．現場実習の出席時間数が必要時間数に満たない者は、修了の認定を行わない。 

（定期試験の受験資格） 

第１２条 １つの学期につき、同一科目を定期試験日も含めて総時間数の出席率７０％未満の者は、そ

の科目の定期試験を受験することができない。（Ｅ評価） 

２．本校への学費等の納入金が所定の期日までに未納であり、その後の納入の見込みがない者は

原則、定期試験を受験することができない。 

（試験の方法） 

第１３条 試験は原則として筆記試験、実技試験、レポートのいずれかとする。 

     試験の方法は、施行の１週間前までに授業内にて公示する。 

（試験心得） 

合 格 

不合格 



 

第１４条 受験者は試験開始時刻までに試験場へ入室し、監督者の指示に従うこと。 

２．試験場では、所定の座席に着席すること。 

３．携帯品は、監督者の指示に従うこと。 

４．筆記用具等は各自用意し、試験場では貸借または共用してはならない。 

（不正行為） 

第１５条 学生が試験等において以下の不正行為をした場合は、学則第３０条により処分する。 

（１）規定された図書、ノート以外の物を披見した者。 

（２）他人の答案を見たり、他人に答案を見せたりした者。相互に連絡した者。 

（３）許可なく座席を離れた者。 

（４）騒音を発し、試験を妨害した者。 

（５）机等に書き込みをした者。 

（６）代人受験を行った者。 

（７）その他の不正と監督者がみなした行為を行い、また監督者の注意に従わず、受験態度

不良の者。 

２．受験中、不正行為があった場合、即時退出処分を命じ、原則として不正行為があった学期の

全科目の単位認定は行わない。 

※なお、オンライン受験の場合においても不正行為は厳に慎むこと。 

 

（追試験） 

第１６条 定期試験を欠席したが、学校が定める欠席規定に添って欠席扱いを免除した者については、

追試験を行い、その評価は最高Ａとする。 

２．追試験当日欠席した者は、後日再試験を行う。  

（再試験） 

第１７条 科目の評価が不合格（５９～０点）の者もしくは私的事由により欠席した者については、再

試験を行い、その評価は最高Ｄとする。 

   ２．再試験の受験は各学期１科目について原則１回限りとする。 

   ３．再試験はその満点の６０％の得点を以って合格（Ｄ評価）とする。 

（特別補講） 

第１８条 卒業・進級条件を満たさなかった者については特別補講を開講することがある。開講は学校

長の判断による。 

   ２．特別補講を受講する場合は、各科目につき２万円を指定の期日までに納入しなければならな

い。 

   ３．前項の実施に関し、必要な事項は別に定める。 

（卒業・進級基準） 

第１９条 学期ごとに必要最低単位数を得た者は、進級することができる。 

２．学年ごとに必修単位数を取得し、学校長が適当と認めた者は卒業となる。 

３．本校への学費等の納入金が所定の期日までに未納であり、その後の納入の見込みがない者は

原則、進級・卒業することができない。 

４．進級・卒業については、卒業進級判定会議にて決定となる。 

 



 

 

第４章 欠席、遅刻及び早退規程 

（点 呼） 

第２０条 教科担当教員（または代講者）は、毎授業時に出欠の点呼を行う。 

（欠 席） 

第２１条 欠席の取り扱いは、原則次の通りとする。 

（１）欠席する者は、事前に担任に連絡すること。 

（２）病気・事故等での長期欠席の場合でも欠席扱いとなる。 

（３）授業態度が著しく悪く担当講師から退出を求められた場合は欠席とする。 

（４）父または母死亡の場合は、７日以内、祖父母、兄弟姉妹死亡の場合は３日以内、曾祖

父母、伯叔父母死亡の場合は１日の欠席を「忌引き」として取り扱い、欠席時数には

算入しない。但し、「忌引き」での欠席扱い免除は、会葬の通知等の提出によっては

じめて認められる。遠隔地の場合には上記に移動日数を加算とし、教務部長判断によ

るものとする。法事等は認められない。 

（５）兄弟姉妹（２親等まで）の冠婚の場合は、欠席時数には算入しない。但し、この場合

の欠席扱い免除は、冠婚式典の通知等の提出によってはじめて認められる。遠隔地の

場合には上記に移動日数を加算とし、教務部長判断によるものとする。 

 

（６）天災、交通途絶等不測の事故による欠席は、事情により欠席時数に算入しない。 

（７）学校保健安全法施行規則に定める学校感染症は、医師からの診断書もしくは治癒証明

書の提出をもって学校が必要と判断した日数について欠席扱いを免除する。 

   ※ワクチン接種の場合は欠席免除なし。副反応の場合はワクチン接種証明がある場合

に限り接種日翌日から２日以内（ワクチン接種日翌日と翌々日）を欠席免除可能とす

る。 

（８）この他に授業等を欠席しても欠席を免除される場合は次の通りとする。 

①就職説明会、就職試験等の就職活動または就職内定先の職場実習、研修。（期日ま

でに「就職試験報告書」を提出し、さらに内定先と学校との間で正式な文書を取り

かわしたもの限る。） 

②編入・進学などの入試日（受験日・時間が明記されている受験票を添付してある場

亡くなった方 忌引きとして取り扱われる日数 

父または母 ７日以内 

祖父母 

兄弟姉妹 
３日以内 

曽祖父母 

伯叔父母 
１日以内 



 

合に限る。） 

③学校認定の課外活動。（期日までに「活動報告書」を提出した場合に限る。） 

④出身校より依頼された在校生対象の進学説明会。（「欠席免除願」に本校教務部長の

承認がある場合に限る。） 

⑤成果発表における施設、外部機関への訪問。（期日までに「活動報告書」を提出し

た場合に限る。） 

⑥裁判員制度の適用があった場合。 

⑦その他、教務部長が特別に認めたもの。 

     （９）欠席免除の申請方法は、欠席免除願を用い次の通りとする。 

        ①原則事前に「欠席免除願」を提出し、教職員の了承を得る。 

        ②活動報告書等の指定添付書類（場合により訪問先の書面の提出を求めることがある）

提出は欠席免除日より７日以内（土・日・祝日を含む）に提出する。なお、報告書

の提出は欠席免除願１部に対し１部提出すること（土・日・祝日を含む）。 

「長期欠席免除願」の場合には、最終活動日から 7日以内とする。 

        ③上記①②の締め切り後の提出はいかなる理由があろうと許可しない。 

（１０）実習・実技授業の見学は、原則、見学届と医師の診断書と授業終了後のレポートを

受付に提出した場合のみ出席扱いとなる。なお、診断書と授業終了後のレポート提出

は見学日より７日以内（受付時間内）とする（土・日・祝日を含む）。 

※提出先は受付(平日８：５０～１７：００内・土日部の学生は個別対応) 

（遅刻・早退） 

第２２条 授業開始時刻より１５分までの入室は遅刻として認められる。それより後については入室を

許可されるが、欠席とする。定期試験の場合、受験はできるが評価はしない。 

２.交通機関の事故等による遅延は、原則認めないものとする。ただし、遅延証明書の提出と教

務部長の判断によって遅刻を免除する場合がある。 

   ３．授業開始時刻より６０分より後の退室を早退として認める。それ以前の退室については欠席

とする。 

   ４．一つの授業時間に遅刻及び早退が同時に生じた場合は欠席とする。 

   ５．遅刻・早退については合わせて３回で１回欠席とする。 

 

第５章 休講規定 

（休 講） 

第２３条 学校指定の時刻と地域に、気象庁により「特別警報」または「警報（大雨、洪水、暴風、暴

風雪、大雪）」が出されている場合（以下「警報等」という）は休講とする。 

（１） 前項の学校指定の時刻とは、当日の朝６時（午前中の授業）、午前１０時（午後の授業）を

いう。 

但し午前１０時までに警報が解除された場合については午後の授業は実施する。 

（２） 前項の学校指定の地域とは、東京都２３区東部（江戸川区、台東区、墨田区、江東区、荒川

区、足立区、葛飾区）全域をいう。 

（３） 警報等の発令は学生自身が確認するものとする。 

     下記のアドレス（気象庁「気象警報・注意報 : 東京都」）を参照のこと。 



 

     http://www.jma.go.jp/jp/warn/319_table.html 

２. ＪＲ総武本線（東京・千葉間）または東京メトロ東西線が、前項（１）の時刻にストライ

キを決行している場合は休講とする。 

３. 震災等により、前項の鉄道の運行が大きく乱れている場合は休講とする。 

４. 休講の条件を満たさない場合でも、事務局長が安全を配慮して休講とする場合がある。 

 

 

第６章 学生規定 

（学籍異動）  

第２４条  退学・休学・復学・進路変更を学校長が許可した者は、事務局の指示に従い、諸手続きを

行うこと。 

（学籍管理料） 

第２５条  休学が認められた者は、学籍管理料として年間１０万円を徴収する。 

２． 休学者が復学する場合は、納入した学籍管理料を復学後の授業料に充当する。 

３． 休学中に、慶生会クリニック、学生相談室、滋慶トータルサポートセンターのいずれかで

も利用する場合は、在校生と同額の健康管理費を別途徴収する。 

４． 復学が認められなかった者の学籍管理料は返金しない。 

（進路変更） 

第２６条   経済的事由、その他在籍学科の学業の継続が困難な場合、学内の進路アドバイザーが審査

し、学校長が許可した者については、学園内の学籍異動を認める場合がある。その際の諸

手続きについては、在籍学科と異動学科と協議の上、決定する。 

（転入学・編入学） 

第２７条 転入学または編入学を希望する者がある場合は、教育計画及び学科実習の進展が同程度であ

り、かつやむを得ない事情があると認めた場合には、選考の結果許可することがある。 

（長期履修制度） 

第２８条   職業を有していたり、学習継続上の課題を抱えていたりする学生に対し、学校長が認めた

場合、修業年限を超えての学習が行えるよう認める場合がある。その際の諸手続きについ

ては別途定める。 

（身分証明） 

第２９条 入学時に身分証明のための所定の学生証を交付する。 

   ２．学生は常に学生証を携帯しなければならない。 

   ３．学生証を紛失した時は、直ちに学校長に届け出て、再交付（３，０００円）を受けなければ

ならない。 

４．学生が自主退学、または退学を命ぜられた場合には、直ちに学生証を学校に返却しなければ

ならない。 

５．学生は、次の各項に該当するときには、学生証を提示しなければならない。 

（１）成績証明書・在学証明書等の証明書類の交付を受けるとき。 

（２）遺失物を受け取るとき。 

（３）図書閲覧室の本を借りるとき。 

（４）施設を利用するとき。 

http://www.jma.go.jp/jp/warn/319_table.html


 

（５）その他、本校教職員・講師から提示を求められた場合。 

（学籍簿等） 

第３０条 学生は入学決定後、誓約・承諾書を作成し、これを学校長に提出しなければならない。 

   ２．学校に学籍簿の内容確認を求められた場合には速やかに確認の上、報告しなければならない。 

（各種願書） 

第３１条 学生は、現住所、電話番号（自宅・携帯）、姓名、保証人を変更した場合にはその旨速やか

に所定の手続きを行わなければならない。また、学生が休学または退学しようとする時は、

所定の願書により理由を付して学校長の許可を得なければならない。 

（証明書） 

第３２条 学生が、在学証明書、成績証明書、卒業見込証明書等の交付を受けようとする場合には所定

の申し込みをしなければならない。 

   ２．学校長推薦書については以下の基準に基づいて発行される。 

 

（就職試験およびインターンシップ学内推薦基準） 

事務局長が学内推薦を実施すべき求人・インターンシップ先と判断した場合、以下の推薦基

準に該当する者の中から学校長が決定し推薦書を発行することがある。尚、就職推薦で内定

した場合は、いかなる理由があっても内定辞退はできない。 

（１）卒業年次の前年度までの全科目の出席率が８５％以上の者であり、推薦時現在も同等

の状況である者。 

（２）卒業年次の前年度までの成績のＡ評価が履修科目の１／２以上であること。 

（３）学校指定等ボランティア活動を積極的に行っている者。 

（４）単願希望であり、適性があり、なおかつ人間性が良好と認められる者。 

（施設利用） 

第３３条 学生が施設を使用する時は、施設使用願を職員へ提出し承認を受けなければならない。 

２．利用規定は別に定める。 

（図書閲覧室利用） 

第３４条 断りなく図書閲覧室外への本の持ち出しは禁止する。 

   ２．利用規定は別に定める。 

（掲 示） 

第３５条 学生に対する各種の通知や連絡事項については、原則として文書により掲示板に掲示する。 

   ２．学生が文書等を掲示する時は、学科長の許可を受けなければならない。 

（清 掃） 

第３６条 教室・実習室の清掃については、毎授業ごとに使用教室の清掃を行うこと。 

（電話の呼び出し） 

第３７条 電話・Ｅメール等による学生の呼び出しについては、これに応じない。 

 

（通 学） 

第３８条 学生の自動車、自動二輪、原付での通学を原則認めない。 

     但し、外部実習等については、公共交通機関による移動が困難な場合に、実習先との覚書の

規定に則り、認めることがある。 



 

   ２．自転車による通学は事務局の許可を得て行い、指定された場所に駐輪すること｡ 

（禁 煙） 

第３９条 学生は、校舎内、校舎周辺及び通学路において禁煙とし、喫煙が確認された場合は、学則第 

     ３２条により処分する。 

   ２．外部実習、見学等学校行事全てにおいて禁煙とする。 

   ３．滋慶選択科目により禁煙でない学校の校舎を使用するときも、本校学生は禁煙とする。 

（破損・損失） 

第４０条 学生が学校施設・備品等を使用し、破損・損失した場合は故意、過失に関わらず弁償請求に

応じなければならない。 

 

第７章 付 則 

（付 則） 

第４１条 この細則に定めるものの他、教育上または学校運営上必要と認められる場合は、学校長が判

断し決定する。 

（改正経過） 

１．この学則施行細則は２０２３年４月１日より実施する｡ 

 


